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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洋式便器において使用する環状の便座と、
温水を生成する温水生成手段と、
前記便座が起倒自在となる軸および軸受けとからなる便座回動軸と、
前記環状の便座の前記環状内に前方から後方に向けて設けられた洗浄水噴出ノズルと、
前記温水生成手段と前記洗浄水噴出ノズルとを結ぶために前記便座内に配設した流路と、
からなり、
前記流路は前記便座回動軸内を通り、断熱性のある材料の前記便座の肉厚部に設けた溝と
溝フタとの組み合わせによって構成されることを特徴とする局部洗浄便座。
【請求項２】
　前記便座内の流路を断熱材で覆ったことを特徴とする請求項１に記載の局部洗浄便座。
【請求項３】
　前記便座内の流路は便座暖房のヒータ部と接触させたことを特徴とする請求項１に記載
の局部洗浄便座。
【請求項４】
　前記温水生成手段と前記洗浄水噴出ノズルとを結んだ前記流路の途上に流体カプラを挿
入し、前記便座の着脱に応じて前記流路も分断できることを特徴とした請求項１～３のい
ずれか１項に記載の局部洗浄便座。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、人体の局部を洗浄する局部洗浄便座に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　人体の局部を洗浄するための局部洗浄便座が普及してきている。この局部洗浄便座は図
１０に示すように、便座１に座った人体２の局部に対して、便器後方に設置された本体３
より洗浄ノズル４を繰出し、人体２の後方から洗浄水を噴出し、局部の洗浄を行なうもの
である。
【０００３】
　一方、局部を広く洗浄するものとして特開昭６２－２４２０３０号公報に記載されてい
る人体局部洗浄装置がある。これは洗浄ノズルにラックを設け、繰出したノズルをさらに
ピニオンギアによって前後に動かし、広い範囲を洗浄するものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　上記従来の局部洗浄便座および人体局部洗浄装置は、より広い範囲を洗浄するために洗
浄ノズルを大きく繰出していくと、やがて洗浄水は股間から外れ、便座の外に飛び出して
しまうと言う課題を有していた。特に女性の局部は前を向いているため、洗浄水が股間か
ら外れる寸前まで洗浄ノズルを伸ばしてもなお、洗浄できない部分が残ると言う課題も有
していた。また、人体の後方から洗浄水を噴出するため、肛門に当たった洗浄水がさらに
前に流れることもあり、特に女性の局部に対して、肛門を通った洗浄水が当たることは衛
生上の問題が大きいと言う課題も有していた。これらの課題を解決する方法として、洗浄
ノズルを便座の前方に配して洗浄水を前方から当てる方法が考えられるが、流路の引き回
しと便座の起倒自在な回動を両立させるシンプルな構成を実現することが困難であると言
う課題を有していた。さらに、洗浄ノズルまでの流路が長くなるため、温水が冷えること
や流路に結露が生じるという課題も有していた。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記課題を解決するために、洋式便器において使用する環状の便座と、温水を
生成する温水生成手段と、前記便座が起倒自在となる軸および軸受けとからなる便座回動
軸と、前記環状の便座の前記環状内に前方から後方に向けて設けられた洗浄水噴出ノズル
と、前記温水生成手段と前記洗浄水噴出ノズルとを結ぶために前記便座内に配設した流路
とからなり、前記流路は前記便座回動軸内を通り、断熱性のある材料の前記便座の肉厚部
に設けた溝と溝フタとの組み合わせによって構成されるようにしたものである。
【０００６】
　上記発明によれば、便座回動軸内に流路を通し、また、便座肉厚部に流路を設けるため
、流路の引き回しを簡素にすることができる。また、流路は断熱性のある材料の便座の肉
厚部に設けた溝と溝フタとの組み合わせによって構成されていることにより、温水の冷え
や結露発生をなくすことができ、流路の引き回しの自由度を増すことができ、さらに、便
座内のスペースを広く確保することができる。また、流路を容易に作製することができる
。
【０００７】
【発明の実施の形態】
　本発明は、洋式便器において使用する環状の便座と、温水を生成する温水生成手段と、
前記便座が起倒自在となる軸および軸受けとからなる便座回動軸と、前記環状の便座の前
記環状内に前方から後方に向けて設けられた洗浄水噴出ノズルと、前記温水生成手段と前
記洗浄水噴出ノズルとを結ぶために前記便座内に配設した流路とからなり、前記流路は前
記便座回動軸内を通り、断熱性のある材料の前記便座の肉厚部に設けた溝と溝フタとの組
み合わせによって構成されたものである。そして、便座回動軸内に流路を通すことにより
、便座は起倒自在に回動し、かつ、流路引き回しがシンプルな構成にすることができる。
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また、流路は断熱性のある材料の便座の肉厚部に設けた溝と溝フタとの組み合わせによっ
て構成されていることにより、温水の冷えや結露発生をなくすことができ、流路の引き回
しの自由度を増すことができ、さらに、便座内のスペースを広く確保することができる。
また、流路を容易に作製することができる。
【０００８】
　次に、便座内の流路を断熱材で覆うようにしたものである。そして、流路が断熱材で覆
われているため、生成された温水が冷えることなく人体の局部を洗浄することができ、ま
た、非使用時に流路内の残留水が冷えても結露を防ぐことができる。
【０００９】
　次に、便座内の流路は便座暖房のヒータ部と接触させるようにしたものである。そして
、流路が便座暖房用のヒータ部と接触しているため、生成された温水が冷えることなく人
体の局部を洗浄することができ、また、非使用時に流路内の残留水が冷えることのよる結
露を防ぐことができる。
【００１０】
　次に、温水生成手段と洗浄水噴出ノズルとを結んだ流路の途上に流体カプラを挿入し、
便座の着脱に応じて流路も分断できるようにしたものである。そして、流路が流体カプラ
と便座回動軸内を通ってつながっているため、便座は起倒自在に回動でき、しかもシンプ
ルな構成を実現できる。
【００１１】
【実施例】
　以下、本発明の実施例について図面を用いて説明する。
【００１２】
　（実施例１）
　図１は本発明の実施例１の局部洗浄便座を示した概略図である。
【００１３】
　図１において、１は洋式便器において使用する便座で、５は温水を生成するための温水
生成手段である。６は洗浄水を噴出するための洗浄水噴出ノズルで、流路７によって温水
生成手段５とつながっている。また、８は便座１を本体３に対して起倒自在に回動させる
ための便座回動軸で、内部に流路７が通っている。なお、この図は便座１と本体３とを分
離した図となっているが、使用時には便座１と本体３は便座回動軸８によって接続される
。
【００１４】
　次に動作、作用について説明する。温水生成手段５によって作られた温水は便座回動軸
８内を通した流路７を通り、便座１に設けた洗浄水噴出ノズル６から噴出する。ここで、
噴出した温水は人体局部を洗浄するものであるから洗浄水と呼ぶ。洗浄水は肛門を通るこ
となく、清潔な洗浄水のまま局部を洗浄することができる。このとき流路７は便座回動軸
８内を通ってつながっているため、便座１は起倒自在に回動でき、しかもシンプルな構成
を実現できる。
【００１５】
　なお、洗浄水噴出ノズル６の大きさや角度等の形状により、噴出した洗浄水の軌跡が変
わるため、被洗浄部の位置に応じてこれらの形状を決めると、広い範囲にわたり、洗浄を
行なうことができる。
【００１６】
　また、温水生成手段５は水を容器に溜めて加熱する貯湯式であっても、使用時に流水を
加熱する瞬間式であっても良い。
【００１７】
　なお、温水を温水生成手段５から洗浄水噴出ノズル６へ送り、噴出する方法としては、
水道水の圧力を用いて水によって押出す方法や、ポンプを用いて送る方法であっても良い
。
【００１８】
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　また、図２の概略図に示すように、温水生成手段５と洗浄水噴出ノズル６とをチューブ
９によってつなげると、流路引き回しの自由度を増すことができる。
【００１９】
　なお、温水生成手段５は本体３に内蔵されている図になっているが、本体３に内蔵して
も、便座１に内蔵しても、便座１や本体３と別設されていても良い。
【００２０】
　また、便座回動軸８を内部に流体が通るような中空構造とし、温水生成手段５と便座回
動軸８、および便座回動軸８と洗浄水噴出ノズル６とを流路７でつなぎ、温水が便座回動
軸８の中空内部を直接通るようにすると、流路７が便座回動軸８を介して接続されること
になり、便座１と本体３との分断を容易に行うことができる。
【００２１】
　（実施例２）
　図３は本発明の実施例２の局部洗浄便座の概略図である。
【００２２】
　図３において、（ａ）は便座１の概略図で、（ｂ）は（ａ）の便座１の斜線部での断面
図である。また、７は便座肉厚内部に管路を成形してなる流路であり、便座回動軸８と洗
浄水噴出ノズル６とをつないでいる。
【００２３】
　次に動作、作用について説明する。温水生成手段で生成された温水は便座回動軸を通っ
て便座１内に入り、便座肉厚内部に成形した流路７を通って洗浄水噴出ノズル６から噴出
し、人体の局部を洗浄することができる。このとき流路７は便座肉厚内部を通っているた
め、流路を構成するための部品点数を減らすことができる。また、流路の引き回しの自由
度を増すことができ、さらに、便座内のスペースを広く確保することができる。
【００２４】
　（実施例３）
　図４は本発明の実施例３の局部洗浄便座の概略図である。
【００２５】
　図４において、（ａ）は便座１の概略図で、（ｂ）は（ａ）の便座１の斜線部での断面
図である。また、７は便座肉厚部に設けた溝１０と溝フタ１１との組み合わせによって構
成される流路であり、便座回動軸８と洗浄水噴出ノズル６とをつないでいる。
【００２６】
　次に動作、作用について説明する。温水生成手段で生成された温水は便座回動軸を通っ
て便座１内に入り、便座肉厚部に溝１０と溝フタ１１とによって構成された流路７を通っ
て洗浄水噴出ノズル６から噴出し、人体の局部を洗浄することができる。このとき流路７
は便座肉厚内部を通っているため、流路の引き回しの自由度を増すことができ、さらに、
便座内のスペースを広く確保することができる。また、流路７は便座肉厚部に溝１０を掘
って構成しているため、シンプルで、容易に作製することができる。
【００２７】
　（実施例４）
　図５は本発明の実施例４の局部洗浄便座の概略図である。
【００２８】
　図５において、１は便座で、洗浄水噴出ノズル６が設けられている。７は流路で、温水
生成手段（図示せず）と洗浄水噴出ノズル６をつないでいる。１２は断熱材で、流路７を
覆っている。
【００２９】
　次に動作、作用について説明する。温水生成手段で生成された温水は流路７を通り、洗
浄水噴出ノズル６から噴出する。このとき流路７は断熱材１２で覆われているため、生成
された温水が冷えることなく人体の局部を洗浄することができる。また、非使用時に流路
内の残留水が冷えても結露を防ぐことができる。
【００３０】
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　なお、流路７を実施例２もしくは実施例３に記載したように便座肉厚内部に構成した場
合、便座１に断熱性のある材料を用いることにより同様に実施できる。
【００３１】
　また、図６の概略図に示すように、温水生成手段（図示せず）と洗浄水噴出ノズル６と
を断熱チューブ１３によってつなげると、断熱効果による温水の冷えや流路の結露を防止
でき、かつ、流路引き回しの自由度を増すことができる。
【００３２】
　なお、断熱チューブとしては樹脂製のチューブやゴム製のチューブを用いても良い。
【００３３】
　（実施例５）
　図７は本発明の実施例５の局部洗浄便座の概略図である。
【００３４】
　図７において、１は便座で、洗浄水噴出ノズル６が設けられている。７は流路で、温水
生成手段（図示せず）と洗浄水噴出ノズル６をつないでいる。１４は便座暖房用のヒータ
部で、流路７と接触している。
【００３５】
　次に動作、作用について説明する。温水生成手段で生成された温水は流路７を通り、洗
浄水噴出ノズル６から噴出する。このとき流路７は便座暖房用のヒータ部１４と接触して
いるため、生成された温水が冷えることなく人体の局部を洗浄することができる。また、
非使用時に流路内の残留水が冷えることのよる結露を防ぐことができる。
【００３６】
　なお、流路７は便座暖房用のヒータ部１４によって温度の降下を緩和することができる
ため、流路７に肉厚の薄い管や金属管と言った断熱効果の小さい材料を用いることができ
る。
【００３７】
　また、流路７を実施例２もしくは実施例３に記載したように便座肉厚内部に構成する場
合、便座暖房用のヒータ部１４に流路７を構成することにより、同様に実施することがで
きる。
【００３８】
　（実施例６）
　図８は本発明の実施例６の局部洗浄便座の概略図である。
【００３９】
　図８において、１は便座で、洗浄水噴出ノズル６が設けられている。７は流路で、温水
生成手段（図示せず）と洗浄水噴出ノズル６をつないでいる。１５は便座暖房用のヒータ
線で、流路７に巻き付けられている。
【００４０】
　次に動作、作用について説明する。温水生成手段で生成された温水は流路７を通り、洗
浄水噴出ノズル６から噴出する。このとき流路７は便座暖房用のヒータ線１５が巻き付い
ているため、生成された温水が冷えることなく人体の局部を洗浄することができる。また
、非使用時に流路内の残留水が冷えることのよる結露を防ぐことができる。さらに、ヒー
タ線１５の発熱により、温水をさらに昇温させることができる。
【００４１】
　なお、便座暖房用のヒータ線１５によって流路７内の温水を昇温させる場合は、流路７
に金属管や肉厚の薄い管と言った熱伝導の良い材料を用いると良い。
【００４２】
　（実施例７）
　図９は本発明の実施例７の局部洗浄便座を示した概略図である。
【００４３】
　図９において、１は洋式便器において使用する便座で、５は温水を生成するための温水
生成手段である。６は洗浄水を噴出するための洗浄水噴出ノズルで、１６は流体の経路を
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着脱自在にするための流体カプラである。また、８は便座１を本体３に対して起倒自在に
回動させるための便座回動軸である。ここで流路７はまず温水生成手段５と流体カプラ１
６の一方とをつないでおり、さらに流体カプラ１６のもう一方と洗浄水噴出ノズル６とを
つないでいる。流体カプラ１６と洗浄水噴出ノズル６との間の流路７は便座回動軸８の中
を通っている。
【００４４】
　次に動作、作用について説明する。温水生成手段５によって作られた温水は流路７によ
って順に流体カプラ１６、便座回動軸８内を通り、便座１に設けた洗浄水噴出ノズル６か
ら噴出する。洗浄水は肛門を通ることなく、清潔な洗浄水のまま局部を洗浄することがで
きる。このとき流路７は便座回動軸８内を通ってつながっているため、便座１は起倒自在
に回動でき、しかもシンプルな構成を実現できる。また、掃除やメンテナンス等で本体３
と便座１とをはずす必要が生じた時には流体カプラ１６によって流路を分断できるため、
本体３と便座１とを完全に分離・着脱することができる。
【００４５】
　なお、流体カプラ１６として単純に流路をつなぐタイプのものを用いると、低コストで
本体３と便座１との完全着脱を行なうことができる。
【００４６】
　また、流体カプラ１６として分離時に止水が行なえるタイプのものを用いると、分離時
に残留水の滴が落ちたりせずに本体３と便座１との完全着脱を行なうことができる。なお
、流体カプラ１６の止水機能は１組の流体カプラ１６の両方とも止水できるものであって
も、片方だけ止水できるものであっても良い。
【００４７】
　なお、流体カプラ１６をそれぞれ便座回動軸８の軸側および軸受け側に固定すると、分
離時に流路が見えず、シンプルな構成にすることができる。また、流体カプラ１６をそれ
ぞれ便座回動軸８の軸側および軸受け側と一体で成形しても同様に実施できる。なお、流
体カプラ１６の便座回動軸８の軸側および軸受け側への固定や一体成形は、軸側、軸受け
側両方とも行なっても良いし、片方だけ行なっても良い。
【００４８】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように、本発明の局部洗浄便座によると次の効果が得られる。
【００４９】
　（１）便座回動軸内に流路を通すことにより、便座は起倒自在に回動し、かつ、流路引
き回しがシンプルな構成にすることができる。
【００５０】
　（２）便座回動軸内部に流体が通るような中空構造となるため、流路が便座回動軸介し
て接続されることになり、構成がシンプルで、便座と本体との分断を容易に行うことがで
きる。
【００５１】
　（３）流路が断熱性のある材料の前記便座の肉厚部に設けた溝と溝フタとの組み合わせ
によって構成されているため、温水の冷えや結露発生をなくすことができ、流路を構成す
るための部品点数を減らすことができ、また、流路の引き回しの自由度を増すことができ
、さらに、便座内のスペースを広く確保することができるシンプルな構成にすることがで
きる。
【００５２】
　（４）流路が便座肉厚部に溝を掘って構成しているため、シンプルで、容易に作製する
ことができる。
【００５３】
　（５）流路が断熱材で覆われているため、生成された温水が冷えることなく人体の局部
を洗浄することができ、また、非使用時に流路内の残留水が冷えても結露を防ぐことがで
きる。
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【００５４】
　（６）便座内の流路は便座暖房のヒータ部と接触させるようにしたものである。そして
、流路が便座暖房用のヒータ部と接触しているため、生成された温水が冷えることなく人
体の局部を洗浄することができ、また、非使用時に流路内の残留水が冷えることのよる結
露を防ぐことができる。
【００５５】
　（７）流路が流体カプラと便座回動軸内を通ってつながっているため、便座は起倒自在
に回動でき、しかもシンプルな構成を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施例１の局部洗浄便座全体の概略構成図
【図２】　同便座全体の他の概略構成図
【図３】　（ａ）本発明の実施例２の局部洗浄便座の概略構成図　（ｂ）同便座の斜線部
Ａの断面図
【図４】　（ａ）本発明の実施例３の局部洗浄便座の概略構成図　（ｂ）同便座の斜線部
Ｂの断面図
【図５】　本発明の実施例４の局部洗浄便座の概略構成図
【図６】　同便座の他の概略構成図
【図７】　本発明の実施例５の局部洗浄便座の概略構成図
【図８】　本発明の実施例６の局部洗浄便座の概略構成図
【図９】　本発明の実施例７の局部洗浄便座の全体概略構成図
【図１０】　従来の局部洗浄便座の概略構成図
【符号の説明】
　１　便座
　３　本体
　５　温水生成手段
　６　洗浄水噴出ノズル
　７　流路
　８　便座回動軸
　９　チューブ
　１０　溝
　１１　溝フタ
　１２　断熱材
　１３　断熱チューブ
　１４　ヒータ部
　１５　ヒータ線
　１６　流体カプラ
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